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東雲地区タウンミーティングでいただいた意見等と市の回答 

☆ 項 目 意 見 の 内 容 
対応可能性と 

対応時期 

対応策または 

不可能な理由等 
担当課 

1 

こどもの遊

び場 

小学生だけでは校区外のボール遊

びができる公園まで行けないの

で、東雲公園でボール遊びができ

るようにしてほしい。また、危険

性が伴わないボール遊びを許可す

ることや公園利用者をゾーン分け

することによって安全に利用する

ルールづくりを検討してほしい。 
 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

松山市は、地域の皆さんと協働で「ボール

遊びができる公園づくり」を進めており、こ

れまで８つの公園で整備が完了しています。 

公園でのボール遊びを可能にするために

は、公園管理協力会を中心に町内会や子ども

会など、地域の皆さんのご理解とご協力をい

ただきながら、それぞれの公園に合ったボー

ル遊びのルール作りやマナーの徹底、その周

知を進めていく必要があります。 

そこで、東雲公園の公園管理協力会に、「ボ

ール遊びができる公園づくり」について、再

度確認したところ、公園の立地条件や近隣住

民の意見などにより、賛同を得ることは難し

い状況です。 

公園緑地課 

管 正人 

948-6497 

2 

こどもの遊

び場 

各地域にハーモニープラザのよう

な遊べる施設をつくってほしい 
 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

児童館・児童センターは、地区ごとに設置

するのではなく、人口など各地域のバランス

を考えながら東西南北の各方面に核となる施

設を設け、近隣地域をカバーする形で整備し

ています。 

今後、子どもの生活習慣などについて学校

とも情報共有を図りながら方策を検討したい

と考えています。 

子育て支援課 

尾崎 央 

948-6411 

3 

こどもの遊

び場 

持田住宅跡地をボール遊びができ

る場所にできないか。 
 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

持田住宅の跡地利用については、平成２４

年度の松山市公有財産有効活用検討委員会

で、一部は松山市の管理地として使用し、残

りは「売却処分」の方針を決定しています。 

住宅課 

大野 精毅 

948-6503 
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□検討中 

□不可能 

■その他 

松山市の管理地については、現在休止中の

道後温泉の源泉があり、管理を目的として用

地を確保していることから、他の用途の使用

は難しい状況です。 

また東雲校区に利用可能な市有地は、現在、

他にありません。 

道後温泉事務所 

西田 光晴 

921-5151 

4 

学校教育 東雲小学校南校舎を取り壊す前に

一般開放する日を設けていただき

たい。 
 

■可 能 

□対応済 

□今年度中 

■次年度以降 

□検討中 

□不可能 

□その他 

平成 27年 7月に新校舎が完成し、夏休みに

新校舎への引越し・南校舎の解体を行うスケ

ジュールとしています。新校舎が完成後、南

校舎解体の着手の前であれば、一般開放も可

能であると学校にも了解を得ています。 

新校舎完成・解体着手の詳細時期が決まる

平成 27 年 5・6 月頃に改めて開放希望日を学

校にお伝えいただければと思います。 

学習施設課 

宇都宮 和史 

948-6585 

5 

中心市街

地活性化 

ロープウェー街を歩行者天国にし

て有名企業の出店誘致をしてほし

い。 
 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

ロープウェー街での城山門前まつりや門前

日曜市は、地域の皆さんの熱意によって、歩

行者天国にして実施され、多くの方が訪れる

魅力あるイベントであると考えています。 

出店等については、今後、様々な機会に有

名企業等へもお願いしていきたいと考えてい

ます。 

また、地域経済の活性化のために「商い賑

わい支援事業」をはじめ、商業活性化の支援

制度もありますので、地域経済課へご相談く

ださい。 

地域経済課 

稲田 一範 

948-6548 

6 

中心市街

地活性化 

ロープウェー街の賑わいづくりイ

ベントに市が積極的に取り組んで

もらいたい。 
 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

ロープウェー街では、地元の皆さんがにぎ

わい創出を目的として、城山門前まつりや門

前日曜市を実施し、松山市もこの事業に対し

支援をしています。 

地域経済課 

稲田 一範 

948-6548 
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□検討中 

□不可能 

■その他 

今後も地元の皆さんからの要望や相談をお

聞きしながら、可能な限りの支援をしたいと

考えています。 

7 

景観 ロープウェー街に新たに出店する

店舗は、後ろに石垣があるため、

コンクリートの壁をつくらないと

建設許可をしていただけない。 
ロープウェー街の景観について市

として統一的な対応をしてほし

い。 
 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

ご相談の敷地については、高さ 5m以上の崖

（石垣）下にあるため、松山市建築基準法施

行条例で、居室を有する建築物を建築する際

には、崖面に擁壁を設ける必要があります。  

ただし、①崖について安全上支障のないこ

とを証明できる場合、②建築物の一部を鉄筋

コンクリート造とし、崖崩れに対する安全を

確保する場合、③崖と建築物間に土砂の適当

な流れ止めを設ける場合 

①②③については、擁壁を設ける必要はあり

ません。 

今回のように石垣を景観として利用する場

合、①を選択し、石垣の形状及びその場所の

土質より安全上支障のないことを証明する必

要があります。しかし石垣の安全性について

工学的に証明することは難しいため、建築主

の承諾を得て、建築物の崖面側に鉄筋コンク

リート造壁を設ける②の方法を選択し、現在、

建築に至っていることを設計者からお聞きし

ています。 

 また、消火栓標識については、管理者に景

観に配慮した塗装を施していただくなど、ご

協力をいただいていますが、消火栓標識利用

広告物の表示については、現在のところ法的

な規制はありません。 

 地元商店街の皆さんは、景観に高い意識を

お持ちであり、景観計画の策定を含め、建築

建築指導課 

西川 真一 

948-6511 

 

都市デザイン課 

永井 信二 

948-6848 
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物や広告物のあり方について、今後、あらた

めて一緒に検討させていただきたいと考えて

います。 

8 

安全安心 地下道の照明が暗く、地下道に不

審者が現れることがあったので、

自転車を通れるようにして利用者

を増やし安全にしてほしい。 
 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

この地下道の管理者の愛媛県に内容を伝

え、以下の回答を得ました。 

「愛媛県が管理している平和通地下道と勝

山通地下道の現地を調査したところ、両地下

道とも出入り口階段部分の天井に設置してい

る照明灯（蛍光灯）の一部が点灯していない

状態でしたので、修繕を行います。 

地下道の自転車通行に関しては、階段幅が

狭く勾配も急なことから自転車通行帯の設置

ができませんので近隣の横断歩道等を利用す

るようにお願いします。 

この地下道については、通行者の安全確保

のため、週１回の頻度で清掃を行い維持管理

に努めているほか、東雲婦人会でも清掃活動

を行っていただいています。今後とも適切な

維持管理に努めてまいりますが、お気づきの

ことがありましたら、中予地方局建設部道路

第二課（電話番号：089-909-8776）までご連

絡いただければ幸いです。」 

次に、地下道に不審者が現われることがあ

り、逃げ場も少なく不安であることを東警察

署に伝えたところ、時間帯や年齢、人相、身

長などの特徴を教えてほしいとのことでし

た。 

今後は、不審者を見かけたら、学校や家族

の方に相談をして、警察署に連絡するようお

願いします。 

道路管理課 

浮田 達也 

948-6834 

 

市民参画まちづくり

課 

村本 実紀 

948-6736 
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また緊急の場合は１１０番通報をしてくだ

さい。 

9 

安全安心 地域が設置する防犯カメラの集中

サーバーをロープウェイ駅舎に置

かせてほしい。 
また、カメラの設置場所について

市で協力してほしい。 
 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

現在のところ、ロープウェイ駅舎に大きな

空きスペースはありませんが、セキュリティ

ーや温度管理（24 時間管理）など、どのよう

な環境が必要なのか、また、サーバーの大き

さなどをお聞かせいただければ、検討したい

と考えています。 

防犯カメラについては、近年、被害の未然

防止や犯罪等の認知、被害者保護の観点から

警察が設置・運用するケースが増えてきてい

ます。 

商店街や自治会等が設置・運用することを

前提とすると、一般通行者のプライバシーを

侵害するおそれがあることから、管轄警察署

（松山東警察署生活安全課）に設置場所や管

理・運用方法、協力体制等についてご相談い

ただきたいと思います。 

その上で、防犯カメラを道路上に設置する

場所は、道路管理課にご相談ください。 

観光・国際交流課 

大西 孝史 

948-6556 

 

 

 

道路管理課 

村山 寛之 

948-6473 

10 

浸水対策 東中学校内に雨水が溜まるので、

東雲小の建て替えのときに対策を

してほしい。 
 

■可 能 

■対応済 

■今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

□その他 

平成 26・27年度に実施する東中校区の小中

連携校・教育センターの整備で、教育センタ

ーの地下部分に、道路にあふれた雨水を一時

的に貯める貯留槽を設けて、道路の浸水を軽

減します。あわせて東中学校でも雨水の排水

経路を増やすなどして校内に雨水が貯まらな

いよう対策を図る予定です。 

河川水路課 

出海 恭輔 

948-6957 

 

学習施設課 

宇都宮 和史 

948-6585 

11 

都市整備 老朽化したコンクリートブロック

塀を、新たな生け垣に改造する時

に助成をし、啓発活動を行ってほ

■可 能 

□対応済 

■今年度中 

ブロック塀については、あくまで個人の所

有物ですので、所有者に適切な維持管理をお

願いしています。しかし危険な状態のブロッ

建築指導課 

宮内 忠明 

948-6512 
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しい。 
 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

□その他 

ク塀がありましたら、現地を確認した上で所

有者に修繕等の指導をしますので、建築指導

課までご連絡ください。 

ブロック塀の危険度を判定するパンフレッ

トについては、松山市ホームページに掲載し

ているほか、建築指導課や各支所にも置いて

います。建築指導課から郵送することもでき

ますので、ご連絡ください。 

また、ブロック塀を生け垣に改造する場合

は、「緑のまちづくり奨励金」という助成制度

があります。詳しくは、ホームページ、市民

便利帳に掲載しています。今後は、パンフレ

ットやポスターを配布するなど、広く啓発を

行っていきます。 

 

公園緑地課 

眞鍋 大樹 

948-6546 
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自転車 日赤前の歩道を平和通りのように

自転車専用の道路をつくるか、も

う少し歩道を広げてほしい。 
 

■可 能 

■対応済 

■今年度中 

■次年度以降 

□検討中 

□不可能 

□その他 

日赤前の歩道は現在、片側の道路幅が 2.5

ｍですが、これを 3.0ｍに歩道を拡げ、さらに

自転車が通行する 1.5ｍ幅のレーンを設ける

計画としています。現在、日赤と小中一貫校

の建替え計画に合わせて、愛媛大学側の道路

拡幅の協議を進めていて、全体の道路の完成

は平成 32年度の見込みです。 

道路建設課 

宮浦 博義 

948-6570 

13 

学校教育 小中学校に防犯カメラを設置する

目的を教えてほしい。 
 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

市内の学校で大量の窓ガラスが割られると

いう事件が発生したため、不審者侵入や器物

損壊の発生を未然に防止し、児童・生徒の安

全・安心を確保することを目的に防犯カメラ

を設置します。学校・ＰＴＡでの協議の上、

要望書の提出があった学校について、設置を

進めます。 

学習施設課 

宇都宮 和史 

948-6585 
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14 

河川管理 石手川ダムの放水量が最大となる

と、どのような影響があるか。石

手川ダムの耐震性について教えて

ほしい。 
 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

石手川ダムを所管している国土交通省松山

河川国道事務所にご意見を伝え、回答を文書

でいただきました。 

『国からの回答抜粋』 

・洪水時に注意する区域を「水防区域」とし

て、水防団による水防活動を行うことにして

います。石手川では「新立橋から湯渡橋の左

岸」、「湯渡橋の下流部右岸」、「岩堰橋上流か

ら市之井出橋の左岸」を指定しています。 

※上流から下流を見て「右側が右岸」、「左側

が左岸」です。 

・平成 21年時点で想定される最大級の強さを

持つ地震動に対してダムの貯水機能が維持さ

れるとともに、損傷が生じた場合でも修復可

能な範囲にとどまることを確認しています。 

【問合せ先】 

 国土交通省松山河川国道事務所 

 工務第一課 電話９７２－０２０６ 

河川水路課 

松本 幸輝 

948-6521 
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施設整備 大人も子どもも楽しめる水族館を

つくってもらいたい。 
 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

水族館を運営するには、施設の建設や維持

管理に多額の経費がかかることはもちろん、

現在の経済情勢や、周辺地域も含めた人口等

を考慮しても、持続的な採算を見込んだ事業

運営は、非常に難しいと考えています。 

今後とも、多くの人が集まるイベントの開

催や子どもが遊べる公園の整備など、住民の

皆さんと一緒にまちづくりを進めていく中

で、地域の活性化を図りたいと考えています。 

企画政策課 

宮内 真 

948-6341 

 


